
行為規制遵守計画等の公表について 

 

2023年 4月 7日 

関西電力送配電株式会社 

 

 一般送配電事業者は、電気事業法、電気事業法施行規則等で、お客さま情報の目的外利

用・提供の禁止や差別的取扱いの禁止等、適正な競争関係を阻害することが禁止されてい

ます。送配電等業務の公平性・中立性・透明性を確保するためには、一般送配電事業者は

行為規制を遵守する必要があります。 

当社は、行為規制の遵守のために、行為規制遵守計画を策定するとともに、行為規制遵

守推進体制を整備しましたので、公表いたします。 

 

 

以上 

 

行為規制の遵守（HPリンク先） 

 

 

https://www.kansai-td.co.jp/corporate/conduct-regulation/index.html

